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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体撮像素子が搭載された半導体パッケージ基台と、前記固体撮像素子に設けられた第
１の端子と前記半導体パッケージ基台に設けられた第２の端子とを電気的に接続するボン
ディングワイヤーと、少なくとも前記ボンディングワイヤーが接続された前記第２の端子
を封止する封止体と、前記固体撮像素子の上方に配置された光透過性材料から成る光透過
性部材とを備え、前記光透過性部材が、前記半導体パッケージ基台に形成された一直線上
に位置しない３箇所以上の異なる支持部材によって支持された固体撮像装置の製造方法で
あって、
　前記固体撮像素子を前記半導体パッケージ基台に搭載し、前記第１の端子と前記第２の
端子とをボンディングワイヤーによって電気的に接続する工程と、
　前記支持部材上にシール材を介して前記光透過性部材を配置して同光透過性部材を固定
した後に、前記ボンディングワイヤーが接続された前記第２の端子を封止体によって封止
する工程と、
　前記封止体を硬化させる工程とを備える
　固体撮像装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は固体撮像装置の製造方法に関する。詳しくは、固体撮像素子が搭載された半導
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体パッケージ基台を用いた固体撮像装置の製造方法に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＣＣＤイメージャーやＣＭＯＳイメージャーを使用した固体撮像カメラモジュー
ルは、信号処理系統を含むカメラシステムとして携帯電話、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　
ｄｅｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ）等のモバイル端末に搭載する用途が求められて
いる。
【０００３】
　以下、図面を用いて従来の固体撮像カメラモジュールについて説明する。
　図６は従来の固体撮像カメラモジュールを説明するための模式的な断面図であり、ここ
で示す固体撮像カメラモジュール１０１は、ＣＣＤ固体撮像装置（半導体パッケージ）１
０２及びレンズ鏡筒１０３を備える。
【０００４】
　上記したＣＣＤ固体撮像装置は、半導体パッケージ基台１０４にダイペースト１０５で
ＣＣＤ固体撮像素子１０６が搭載されており、ＣＣＤ固体撮像素子に形成された第１の端
子１１６と半導体パッケージ基台に形成された第２の端子１１７とがボンディングワイヤ
ー１０７により電気的に接続されている。また、半導体パッケージ基台には落とし込み部
１１８が設けられており、この落とし込み部にシール樹脂１０９を介してシールガラス１
１０を搭載する（配置し固定する）ことによって半導体パッケージ基台の開口部１０８を
閉塞している。
【０００５】
　また、レンズ鏡筒は、ＣＣＤ固体撮像素子上に結像を行なうレンズ１１１及び赤外光を
遮断する光学フィルタ（図示せず）を有し、レンズ固定樹脂１１２によってＣＣＤ固体撮
像装置に固定されている。
【０００６】
　更に、ＣＣＤ固体撮像装置は、半導体パッケージ基台の底面に形成された半田バンプ１
１３によってＣＣＤ固体撮像素子と他の回路とを電気的に接続するフレキシブル回路基板
１１４に接続されており、このフレキシブル回路基板には回路形成のための電子部品１１
５が実装されている。
【０００７】
　ここで、固体撮像装置に対する小型化の要求に対応すべく、半導体パッケージ基台の上
面にシールガラスを搭載する構成の固体撮像装置が提案されている（図７（ａ）参照。）
。
　即ち、半導体パッケージ基台に落とし込み部を形成し、この落とし込み部にシールガラ
スを搭載する構成の場合（図６で示す構成の場合）には、落とし込み部の外側領域（図６
中符合Ａで示す領域）の分だけシールガラスよりも固体撮像装置が大きくなってしまうの
に対して、半導体パッケージ基台の上面にシールガラスを搭載する構成の場合（図７（ａ
）で示す構成の場合）には、固体撮像装置は略シールガラスと同じ大きさとすることがで
き、結果として固体撮像装置の小型化を実現できるために、半導体パッケージ基台の上面
にシールガラスを搭載する構成の固体撮像装置が提案されているのである。
【０００８】
　ところで、近年は、固体撮像装置に対する更なる小型化の要求が強くなってきており、
こうした要求に応えるべく、例えば特許文献１で示す様に、ボンディングワイヤーを樹脂
材料等の封止体１１９で封止し、この封止体の上面にシールガラスを搭載する構成の固体
撮像装置が提案されている（図７（ｂ）参照。）。
　即ち、半導体パッケージ基台の上面にシールガラスを搭載する構成の場合（図７（ａ）
で示す構成の場合）には、半導体パッケージ基台に形成された第２の端子の外側領域（図
７（ａ）中符合Ｂで示す領域）にシールガラスを支持するための領域を設ける必要がある
のに対して、ボンディングワイヤーを封止体で封止し、この封止体の上面にシールガラス
を搭載する構成の場合（図７（ｂ）で示す構成の場合）には、第２の端子の外側領域にシ



(3) JP 4466552 B2 2010.5.26

10

20

30

40

50

ールガラスを支持するための領域を設ける必要がなく、結果として固体撮像装置の小型化
が実現できるために、ボンディングワイヤーを封止体で封止し、この封止体の上面にシー
ルガラスを搭載する構成の固体撮像装置が提案されているのである。
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－３３２５４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記した固体撮像装置では、樹脂材料等から成る封止体の上面に搭載さ
れたシールガラスの水平度を確保することが困難であった。
　即ち、封止体の上面にシールガラスが搭載された固体撮像装置は、樹脂材料等でボンデ
ィングワイヤーの封止を行ない、樹脂材料を硬化する前にシールガラスを樹脂材料の上面
に配置し、その後に樹脂材料を硬化してシールガラスを固定することによって製造される
のであるが、樹脂材料の上にシールガラスを配置する際に樹脂材料が硬化しておらず、未
硬化状態（柔らかい状態）の樹脂材料の上にシールガラスを配置するために、シールガラ
スの水平度を確保することが困難となるのである。
【００１１】
　なお、ボンディングワイヤーを封止した樹脂材料を硬化した後に樹脂材料の上にシール
ガラスを配置することによって、シールガラスの水平度を確保することは可能である。但
し、樹脂材料を硬化した後にシールガラスを樹脂材料の上に配置する場合には、樹脂材料
の硬化を待つ必要があり、樹脂材料の硬化に要する時間分だけ歩留りの低下を招くことと
なる。更に、硬化した樹脂材料の上に配置したシールガラスを固定するためには、硬化し
た樹脂材料にシール樹脂を塗布し、あるいはシールガラスにシール樹脂を塗布し、このシ
ール樹脂を介して硬化した樹脂材料の上にシールガラスを配置する必要があり、シール樹
脂の塗布作業に起因する余分な工数及び材料を必要とするために、樹脂材料を硬化させ、
硬化した樹脂材料の上にシールガラスを搭載するといった方法は必ずしも妥当であるとは
言い難い。
【００１２】
　本発明は、以上の点に鑑みて創案されたものであって、小型化を実現すると共に、シー
ルガラスの水平度の向上を実現することができる固体撮像装置の製造方法を提供すること
を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る固体撮像装置は、固体撮像素子が搭載され
た半導体パッケージ基台と、前記固体撮像素子に設けられた第１の端子と前記半導体パッ
ケージ基台に設けられた第２の端子とを電気的に接続するボンディングワイヤーと、少な
くとも前記ボンディングワイヤーが接続された前記第２の端子を封止する封止体と、前記
固体撮像素子の上方に配置された光透過性材料から成る光透過性部材とを備える固体撮像
装置であって、前記光透過性部材は、前記半導体パッケージ基台に形成された一直線上に
位置しない３箇所以上の異なる支持部材によって支持されている。
【００１４】
　ここで、光透過性部材が、半導体パッケージ基台に形成された一直線上に位置しない３
箇所以上の異なる支持部材で支持されたことによって、硬化前の封止体のみで光透過性部
材を支持する必要がなくなり、封止体を硬化する前に封止体上に光透過性部材を配置した
としても、光透過性部材の水平度を確保することができる。
　なお、「半導体パッケージ基台に形成された一直線上に位置しない３箇所以上の異なる
支持部材」とは、半導体パッケージ基台と一体的に構成されたものであっても良いし、半
導体パッケージ基台とは別体として形成された支持部材を半導体パッケージ基台に取り付
けて構成されたものであっても良い。
　また、「一直線上に位置しない３箇所以上の異なる支持部材」としたのは、一直線上に
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は配列されず、且つ異なる３箇所以上の点を特定することで平面を特定することができる
ために、「一直線上に位置しない３箇所以上の異なる支持部材」とすることで光透過性部
材が成すべき平面を特定することができるためである。
【００１５】
　また、封止体により第２の端子のみならず第１の端子をも封止することによって、端子
とボンディングワイヤーの接続部における水分の浸入を低減して腐食を抑制することがで
き、品質向上が実現する。更には、第１の端子、第２の端子及びボンディングワイヤーの
全てが封止体により封止されることによって、ボンディングワイヤーそのものの腐食をも
抑制することができ、より一層の品質向上が期待できる。
【００１６】
　また、上記の目的を達成するために、本発明に係る固体撮像装置の製造方法は、固体撮
像素子が搭載された半導体パッケージ基台と、前記固体撮像素子に設けられた第１の端子
と前記半導体パッケージ基台に設けられた第２の端子とを電気的に接続するボンディング
ワイヤーと、少なくとも前記ボンディングワイヤーが接続された前記第２の端子を封止す
る封止体と、前記固体撮像素子の上方に配置された光透過性材料から成る光透過性部材と
を備え、前記光透過性部材が、前記半導体パッケージ基台に形成された一直線上に位置し
ない３箇所以上の異なる支持部材によって支持された固体撮像装置の製造方法であって、
前記固体撮像素子を前記半導体パッケージ基台に搭載し、前記第１の端子と前記第２の端
子とをボンディングワイヤーによって電気的に接続する工程と、前記ボンディングワイヤ
ーが接続された前記第２の端子を封止体によって封止した後に、前記支持部材及び前記封
止体上に前記光透過性部材を配置する工程と、前記封止体を硬化させて前記光透過性部材
を固定する工程とを備える。
【００１７】
　また、本発明に係る固体撮像装置の製造方法は、固体撮像素子が搭載された半導体パッ
ケージ基台と、前記固体撮像素子に設けられた第１の端子と前記半導体パッケージ基台に
設けられた第２の端子とを電気的に接続するボンディングワイヤーと、少なくとも前記ボ
ンディングワイヤーが接続された前記第２の端子を封止する封止体と、前記固体撮像素子
の上方に配置された光透過性材料から成る光透過性部材とを備え、前記光透過性部材が、
前記半導体パッケージ基台に形成された一直線上に位置しない３箇所以上の異なる支持部
材によって支持された固体撮像装置の製造方法であって、前記固体撮像素子を前記半導体
パッケージ基台に搭載し、前記第１の端子と前記第２の端子とをボンディングワイヤーに
よって電気的に接続する工程と、前記支持部材上にシール材を介して前記光透過性部材を
配置して同光透過性部材を固定した後に、前記ボンディングワイヤーが接続された前記第
２の端子を封止体によって封止する工程と、前記封止体を硬化させる工程とを備える。
【００１８】
　ここで、半導体パッケージ基台に一直線上に位置しない３箇所以上の異なる支持部材が
形成されたことによって、硬化前の封止体のみで光透過性材料を支持する必要がなくなり
、封止体を硬化する前に封止体上に光透過性部材を配置したとしても、光透過性部材の水
平度を確保することができる。
【００１９】
　また、上記の目的を達成するために、本発明に係るカメラモジュールは、固体撮像素子
が搭載された半導体パッケージ基台と、前記固体撮像素子に設けられた第１の端子と前記
半導体パッケージ基台に設けられた第２の端子とを電気的に接続するボンディングワイヤ
ーと、少なくとも前記ボンディングワイヤーが接続された前記第２の端子を封止する封止
体と、前記固体撮像素子の上方に配置された光透過性材料から成る光透過性部材とを有す
る固体撮像装置と、該固体撮像装置の上方に配置されたレンズと、該レンズを支持する鏡
筒部とを備えるカメラモジュールであって、前記光透過性部材は、前記半導体パッケージ
基台に形成された一直線上に位置しない３箇所以上の異なる支持部材によって支持されて
いる。
【００２０】
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　ここで、光透過性部材が、半導体パッケージ基台に形成された一直線上に位置しない３
箇所以上の異なる支持部材で支持されたことによって、硬化前の封止体で光透過性部材を
支持する必要がなくなり、光透過性部材の水平度を確保することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　上記した本発明の固体撮像装置の製造方法では、小型化を実現すると共に、光透過性部
材の水平度の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明し、本発明の理解に供する
。
　図１（ａ）は本発明を適用した固体撮像装置の一例であるＣＣＤ固体撮像装置を説明す
るための模式的な平面図であり、図１（ｂ）は図1（ａ）中符合Ｘ－Ｘにおける模式的な
断面図である。
【００２３】
　図１示すＣＣＤ固体撮像装置１は、セラミック基台２にダイペースト３によってＣＣＤ
固体撮像素子４が搭載されており、ＣＣＤ固体撮像素子に形成された第１の端子５とセラ
ミック基台に形成されている第２の端子６とが金細線７により電気的に接続されている。
また、セラミック基台の四隅には、後述するシールガラスを支持する支持部材８が形成さ
れている。なお、セラミック基台は半導体パッケージ基台の一例であり、ＣＣＤ固体撮像
素子は固体撮像素子の一例であり、金細線はボンディングワイヤーの一例である。
【００２４】
　また、第２の端子及びこの第２の端子に接続された金細線は、熱硬化性を有するエポキ
シ樹脂９で封止されており、支持部材及びエポキシ樹脂上にシールガラス１０が搭載（配
置され固定）されている。ここで、エポキシ樹脂が第２の端子及び金細線を封止するため
に、第２の端子や金細線の腐食の原因となる化学物質（例えば、ヨウ素や酢酸等）を含ま
ない樹脂を選定する必要がある。なお、エポキシ樹脂は封止体の一例であり、シールガラ
スは光透過性部材の一例である。
【００２５】
　また、図１に示す固体撮像装置は中空構造であるために、エポキシ樹脂を熱硬化させる
際に固体撮像装置の内外の気圧差によって、シールガラスが位置ズレを生じる恐れがある
。そこで、セラミック基台にはベントホール１１が設けられ、固体撮像装置の内外の気圧
差を解消する構造を採っている。更に、ＣＣＤ固体撮像素子をセラミック基台に搭載する
際に塗布するダイペーストによって、ベントホールまでの通気口を塞がないように、セラ
ミック基台の表面にアルミナコート１２を施して通気口を確保する構成とされている。
【００２６】
　ここで、本実施例では、第２の端子及び第２の端子に接続された金細線がエポキシ樹脂
で封止された場合、即ち、第２の端子及び金細線の一部がエポキシ樹脂で封止された場合
を例に挙げて説明を行っているが、図２で示す様に、第１の端子、第２の端子及び金細線
の全部がエポキシ樹脂で封止されても良い。
【００２７】
　以下、上記の様に構成されたＣＣＤ固体撮像装置の製造方法について説明する。即ち、
本発明を適用した固体撮像装置の製造方法について説明する。
【００２８】
［製造方法（１）］（図３（ａ）参照。）
　本発明を適用した固体撮像装置の製造方法の一例では、先ず、ウェーハ上に形成された
ＣＣＤ固体撮像素子にダイシング処理（ウェーハダイシング）を行なって単個状態のＣＣ
Ｄ固体撮像素子とした後に（図３（ａ）中符合ａ参照。）、単個状態のＣＣＤ固体撮像素
子４を、複数のセラミック基台が形成されたセラミック基板２０（セラミック基台の集合
体。図４参照。）の各セラミック基台２の所定領域にダイボンドする（図３（ａ）中符合
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ｂ参照。）。
【００２９】
　次に、ＣＣＤ固体撮像素子に形成された第１の端子５とセラミック基台に形成された第
２の端子６とを金細線７で電気的に接続するワイヤーボンディング処理を行った後に（図
３（ａ）中符合ｃ参照。）、第２の端子及び第２の端子と接続された金細線を被覆する様
に熱硬化性のエポキシ樹脂９を塗布する（図３（ａ）中符合ｄ参照。）。
【００３０】
　続いて、支持部材上にシールガラス１０を配置し（図３（ａ）中符合ｅ参照。）、加熱
処理を行なってエポキシ樹脂（第２の端子及び第２の端子と接続された金細線を被覆する
様に塗布されたエポキシ樹脂）を硬化してシールガラスを固定する（図３（ａ）中符合ｆ
参照。）。
【００３１】
　次に、シールガラスの端部領域に熱硬化性のエポキシ樹脂を塗布し（図３（ａ）中符合
ｇ参照。）、加熱処理を行なってエポキシ樹脂（シールガラスの端部領域に塗布されたエ
ポキシ樹脂）を硬化する（図３（ａ）中符合ｈ参照。）。
【００３２】
　なお、シールガラスの端部領域に熱硬化性のエポキシ樹脂を塗布し、熱硬化するのは、
固体撮像装置の気密性の向上を図るためであり、シールガラスの端部領域にエポキシ樹脂
を塗布しなくても充分な気密性を得ることができるのであれば、シールガラスの端部領域
にはエポキシ樹脂を塗布する必要は無い。
【００３３】
　その後、図４中符号Ｘで示すダイシングラインをダイシングすることによってセラミッ
ク基板を個片化して固体撮像装置を得ることができる（図３（ａ）中符合ｉ参照。）。な
お、こうして得られた固体撮像装置は画質検査を経て出荷されることとなる（図３（ａ）
中符合ｊ参照。）。
【００３４】
［製造方法（２）］（図３（ｂ）参照。）
　本発明を適用した固体撮像装置の製造方法の他の一例では、上記した製造方法（１）と
同様に、先ず、ウェーハ上に形成されたＣＣＤ固体撮像素子にダイシング処理（ウェーハ
ダイシング）を行なって単個状態のＣＣＤ固体撮像素子とした後に（図３（ｂ）中符合ａ
参照。）、単個状態のＣＣＤ固体撮像素子を、複数のセラミック基台が形成されたセラミ
ック基板（セラミック基台の集合体）の各セラミック基台の所定領域にダイボンドする（
図３（ｂ）中符合ｂ参照。）。
【００３５】
　次に、ＣＣＤ固体撮像素子に形成された第１の端子とセラミック基台に形成された第２
の端子とを金細線で電気的に接続するワイヤーボンディング処理を行なう（図３（ｂ）中
符合ｃ参照。）。
【００３６】
　続いて、支持部材表面にシール樹脂（図１には図示せず）を塗布し（図３（ｂ）中符合
ｄ参照。）、このシール樹脂を介してシールガラスを配置し固定する（図３（ｂ）中符合
ｅ参照。）。なお、上記した製造方法（１）では支持部材表面にシール樹脂を塗布するこ
となくシールガラスを支持部材上に配置していたために、樹脂材料を硬化するまでシール
ガラスが固定されることはないが、ここでは、支持部材表面にシール樹脂を塗布した状態
でシールガラスを支持部材上に配置するので、シールガラスは支持部材上に固定されるこ
ととなる。
【００３７】
　また、第２の端子及び第２の端子と接続された金細線を被覆する様に熱硬化性のエポキ
シ樹脂を塗布すると共に、シールガラスの端部領域に熱硬化性のエポキシ樹脂を塗布した
後に（図３（ｂ）中符合ｆ参照。）、加熱処理を行なってエポキシ樹脂（第２の端子及び
第２の端子と接続された金細線を被覆する様に塗布されたエポキシ樹脂及びシールガラス
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の端部領域に塗布されたエポキシ樹脂）を硬化する（図３（ｂ）中符合ｇ参照。）。
【００３８】
　なお、上記した製造方法（１）と同様に、シールガラスの端部領域に熱硬化性のエポキ
シ樹脂を塗布し、熱硬化するのは、固体撮像装置の気密性の向上を図るためであり、シー
ルガラスの端部領域にエポキシ樹脂を塗布しなくても充分な気密性を得ることができるの
であれば、シールガラスの端部領域にはエポキシ樹脂を塗布する必要は無い。
【００３９】
　その後、ダイシング処理によってセラミック基板を個片化して固体撮像装置を得ること
ができる（図３（ｂ）中符合ｈ参照。）。なお、こうして得られた固体撮像装置は画質検
査を経て出荷されることとなる（図３（ｂ）中符合ｉ参照。）。
【００４０】
　本発明を適用した固体撮像装置では、セラミック基台に設けられた支持部材によってシ
ールガラスが支持されているために、エポキシ樹脂上に搭載されたシールガラスの水平度
を確保することが可能となる。
　即ち、未硬化状態のエポキシ樹脂上にシールガラスを配置したとしても、支持部材がシ
ールガラスを支持するためにシールガラスの水平度を確保することが可能となる。
【００４１】
　具体的には、固体撮像装置の製造方法（１）において、第２の端子及び第２の端子と接
続された金細線を被覆する様に熱硬化性のエポキシ樹脂を塗布し（図３（ａ）中符合ｄ参
照。）、エポキシ樹脂の上にシールガラスを配置し（図３（ａ）中符合ｅ参照。）、エポ
キシ樹脂を熱硬化する（図３（ａ）中符合ｆ参照。）ことによってシールガラスを固定し
ているのであるが、支持部材が設けられていない場合には、エポキシ樹脂上に配置された
シールガラスを未硬化のエポキシ樹脂で支持しなければならず、未硬化状態のエポキシ樹
脂上にシールガラスを配置することに起因してシールガラスの水平度の低下が懸念される
。これに対して、セラミック基台に支持部材が設けられた本実施例の場合には、エポキシ
樹脂上に配置されたシールガラスは支持部材で支持されることとなり、エポキシ樹脂が未
硬化だったとしてもシールガラスの水平度は支持部材によって確保されることとなるので
ある。
【００４２】
　また、本発明を適用した固体撮像装置では、シールガラスの四隅を支持しているために
、シールガラスの四辺を支持する固体撮像装置と比べるとシールガラスの水平度を確保す
ることができる。
　以下、この点について図５を参照して説明を行う。
【００４３】
　即ち、従来の固体撮像装置の様に、シールガラスの四辺を支持する構成の場合には、シ
ールガラスの支持面に変形等に起因した意図しない突起物１３が生じた場合に、この突起
物が原因となって、シールガラスの一方の辺（図５（ａ）中符合Ｃ側の辺）をセラミック
基台で支持しようとすると、シールガラスの他方の辺（図５（ａ）中符合Ｄ側の辺）は突
起物の高さ以上の位置ズレを生じることとなる。具体的には、突起物の高さ（図５中符合
Ｔで示す高さ）以上の高さの位置ズレ（図５中符合Ｓで示す高さの位置ズレ）が生じる。
　これに対して、シールガラスの四隅を支持する本実施例の固体撮像装置の場合には、支
持部材表面に変形等に起因した意図しない突起物が生じたとしても、この突起物が原因で
のシールガラスの位置ズレは突起物の高さ（図５中符合Ｔで示す高さ）に抑えることがで
きるため（図５（ｂ）参照。）、シールガラスの四隅を支持することによって、上記した
様に四辺を支持する固体撮像装置と比べるとシールガラスの水平度を確保することができ
るのである。
【００４４】
　また、本発明を適用した固体撮像装置は、セラミック基台にベントホールが形成されて
いるために、エポキシ樹脂を熱硬化させる際の密閉空間の温度気圧差によるシールガラス
の位置ズレを抑制することができる。
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　また、本発明を適用した固体撮像装置は、上記の様に、シールガラスの水平度を確保す
ることができると共に、シールガラスの位置ズレを抑制することができるために、固体撮
像装置の表面形状がもたらす光学的影響についても改善が期待できる。
【００４６】
　また、本発明を適用した固体撮像装置の製造方法の一例（製造方法（１））は、シール
ガラスを支持部材に固定するためのシール樹脂を使用することなく、封止を目的としたエ
ポキシ樹脂の接着力を利用してエポキシ樹脂上にシールガラスを固定しており、シールガ
ラスの固定及びエポキシ樹脂による封止を単一の樹脂材料で行なうことが可能である。
【００４７】
　また、本発明を適用した固体撮像装置の製造方法の他の一例（製造方法（２））は、シ
ール樹脂を用いてシールガラスを支持部材に固定した後に、セラミック基台とシールガラ
スの間隙にエポキシ樹脂を充填して封止しており、シールガラスを固定した後にエポキシ
樹脂を充填（塗布）していることから、高い精度でシールガラスを搭載することが可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明を適用した固体撮像装置を説明するための模式的な平面図及び断面図であ
る。
【図２】本発明を適用した固体撮像装置の変形例を説明するための模式的な断面図である
。
【図３】本発明を適用した固体撮像装置の製造方法の工程を説明するための図である。
【図４】セラミック基板を説明するための模式図である。
【図５】シールガラスの位置ズレを説明するための模式図である。
【図６】従来の固体撮像カメラモジュールを説明するための模式的な断面図である。
【図７】従来の固体撮像装置を説明するための模式的な断面図である。
【符号の説明】
【００４９】
　　　１　　ＣＣＤ固体撮像装置
　　　２　　セラミック基台
　　　３　　ダイペースト
　　　４　　ＣＣＤ固体撮像素子
　　　５　　第１の端子
　　　６　　第２の端子
　　　７　　金細線
　　　８　　支持部材
　　　９　　エポキシ樹脂
　　１０　　シールガラス
　　１１　　ベントホール
　　１２　　アルミナコート
　　１３　　突起物
　　２０　　セラミック基板
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